
相 続 人 代 表 者 届 出 書

令和 年 月 日提出

京 丹 波 町 長 様

被相続人にかかる徴収金の賦課徴収（納税通知書等。）及び還付に関する書類を受領する代表と

して、本書のとおり指定しましたので、地方税法第９条の２第１項の規定により届け出ます。

（注）（１）この届出書は、固定資産税に係る書類の送付先等（納税義務者を含む）を決めていた

だくものですので、届出により相続が確定することはありません。

（２）被相続人を指定口座として、口座振替により納付されていた場合は、指定口座の変更

が必要となります。
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